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資 料 提 供
平成１８年１１月１７日
担 当 課 財 政 課
担 当 者 神 門
電話(内線) ７ ０ ４ ３

平成１８年１１月定例県議会付議案

議案第 １号 平成１８年度鳥取県一般会計補正予算

議案第 ２号 同 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算

議案第 ３号 同 鳥取県母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算

議案第 ４号 同 鳥取県天神川流域下水道事業特別会計補正予算

議案第 ５号 同 鳥取県育英奨学事業特別会計補正予算

議案第 ６号 同 鳥取県営電気事業会計補正予算

議案第 ７号 同 鳥取県営工業用水道事業会計補正予算

議案第 ８号 同 鳥取県営埋立事業会計補正予算

議案第 ９号 同 鳥取県営病院事業会計補正予算

議案第１０号 鳥取県副知事定数条例の設定について（行政経営推進課）

地方自治法の一部が改正され、副知事の定数を条例で定めることとされたことに伴い、鳥取
県の副知事の定数を１名と定めるものである。

［平成19年４月１日施行］

議案第１１号 鳥取県認定こども園に関する条例の設定について（子ども家庭課）

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が制定され、就学
前の教育、保育及び子育てを総合的に提供する施設を都道府県知事が認定こども園として認定
する制度が設けられたことにかんがみ、認定こども園の認定基準を定めるものである。

［公布施行］

議案第１２号 鳥取県情報公開条例の一部改正について（県民室）

県民以外の者からの任意開示請求について、開示請求に係る文書に第三者情報が含まれてい
る場合は、当該第三者に意見照会をするとともに、第三者が非開示を希望する場合は非開示と
することなど、第三者の利益を保護するために必要な改正を行うものである。

［公布施行］
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議案第１３号 鳥取県手数料徴収条例等の一部改正について（庶務集中局指導管理室）

受益と負担の公平確保を図るため、法令又は条例に定めがないことによりこれまで手数料を
徴収していなかった各種証明書の発行事務について、当該証明書の発行に関し手数料を新たに
徴収するとともに、既存の手数料等の額を見直す等の改正を行うものである。
（手数料等の概要）
①鳥取県手数料徴収条例の一部改正
ア 設定

事 務 の 区 分 手 数 料 の 額
単 位 金 額

(ｱ)認証した旨を附記した宗教法人の規則の謄本の再交付 １件につき ６５０円
(ｲ)行政書士試験の合格証明書の交付 １件につき ６５０円
(ｳ)地方公務員として県に在職した履歴、退職その他の事実の １件につき ６５０円
証明（労働基準法等に基づく証明は除く ）。

(ｴ)県立保育専門学院、看護師等養成施設、歯科衛生専門学校、
高等技術専門校及び農業大学校における成績証明書及び卒業 １件につき ４２０円
証明書の交付（卒業した者に対し交付するものに限る ）。

(ｵ)道路の幅員に関する証明書の交付 １件につき ６５０円
(ｶ)採石業者登録証の再交付 １件につき ４，５００円
(ｷ)採石業務者管理者試験合格証又は業務管理者認定証の再交付 １件につき ２，０００円
(ｸ)砂利採取業者登録証の再交付 １件につき ４，５００円
(ｹ)砂利採取業務主任者試験合格証又は業務主任者認定証の再交 １件につき ２，０００円

付
(ｺ)建築士事務所の登録に関する証明書の交付 １件につき ６５０円
(ｻ)教育職員の免許状の授与又は交付に関する証明書の交付 １件につき ６５０円

、 、(ｼ)県立高等学校又は特別支援学校における単位取得 学習成績
卒業、修了その他の証明書の交付（卒業した者に対して交付 １件につき ４２０円
するものに限る ）。

イ 引上
事務の区分 単 位 手 数 料 の 額

現 行 改正後
(ｱ)介護支援専門員実務研修受講試験の実施 １件につき ７，０００円 ８，０００円
(ｲ)液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の １件につき ６３０円 ６５０円

交付
(ｳ)登録電気工事業者登録簿の謄本の交付 用紙１枚につき ６００円 ６５０円
(ｴ)免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付 用紙１枚につき ５２０円 ６５０円
(ｵ)漁船の登録の謄本の交付 用紙１枚につき ４４０円 ６５０円
(ｶ)建設業の許可に関する証明書の交付 １通につき ４００円 ６５０円
(ｷ)解体工事業者の登録に関する証明書の交 １件につき ４００円 ６５０円

付

ウ 引下
事務の区分 単 位 手 数 料 の 額

現 行 改正後
(ｱ)旧軍人軍属の履歴に関する証明書の交付 １件につき ７００円 ６５０円
(ｲ)計量証明事業の登録簿の謄本の交付 用紙１枚につき ７６０円 ６５０円
(ｳ)浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付 用紙１枚につき ６８０円 ６５０円
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②鳥取県建築基準法施行条例の一部改正（景観まちづくり課）
・建築確認台帳に記載された事項に関する証明書の交付 １件につき ６５０円

③鳥取県家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域等を定める条例の一部改正（畜産課）
・検査証明書、予防接種証明書、家畜薬浴証明書、家畜投薬証明書及び無病証明書の交付

１件につき ８５０円 → ４２０円

④鳥取県道路占用料徴収条例の一部改正（道路企画課）
道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用物件に道路区域内の地面に設けられる自転車、原

動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるために必要な車輪止め装置その他の器具が追加された
ことに伴う道路占用料
・非課税とされる占用…占用面積１平方メートル当たり１年につき、近傍類似の土地の時価に

0.018を乗じて得た額
・非課税とされる占用以外の占用…占用面積１平方メートル当たり１年につき、近傍類似の

土地の時価に0.0189を乗じて得た額

⑤鳥取県警察手数料条例の一部改正（警察本部会計課）
・自動車保管場所証明再交付手数料 １件当たり ４００円 → ６５０円

［平成19年４月１日施行 ほか］

議案第１４号 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について（住宅政策課）

県営住宅の設置及び管理に関し、所要の改正を行うものである。
（改正の概要）

・八東第１団地を八頭町へ移管することに伴い、八東第１団地に係る条項を削除する。
・その他所要の規定の整備を行う。

［平成19年１月１日施行 ほか］

議案第１５号 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例の一部改正について（水産課）

市場施設の有効活用を図るため、市場施設使用料に新たな利用項目を設定するほか、市場施
設使用料の適正な徴収を行うため、使用料徴収対象の定義を見直す等、所要の改正を行うもの
である。

（改正の概要）
仲卸業務等に係る使用料徴収対象の定義の変更
・仲卸店舗内で販売する業務 → 卸売業務施設内で販売する業務
使用料の設定
・仲卸業務のための利用 １，３３０円／㎡
・仕立て場のための利用 １，３３０円／㎡

［平成19年４月１日施行 ほか］

議案第１６号 鳥取県監査委員条例の一部改正について（監査委員事務局）

地方自治法の一部が改正され、これまで４人とされていた都道府県の監査委員の定数を条例
で増加することができるようになったことに伴い、監査の充実・強化を図るため、監査委員の
定数を増員するほか、所要の改正を行うものである。

改正の内容：現行４名 → ６名
［平成19年４月１日施行 ほか］

議案第１７号 鳥取県総合開発審議会条例等の廃止について（政策法務室）

必要性の薄れている条例等を一括して廃止するものである。
［公布施行］
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議案第１８号 財産を無償で貸し付けること（皆生養護学校敷地）について（教育環境課）

相 手 方：米子市
貸 付 財 産：普通財産

種 類 所 在 地 数 量
土 地 米子市新開一丁目１４００番地１６号 241㎡

貸 付 期 間：平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで
無償貸付理由：現在も市道として使用しており、引き続き無償貸し付けするものである。

議案第１９号 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（企業立地課、西部総合事務所県民局）

和解の相手方：米子市 法人
和解 の要旨：県は、金２，８００，０００円を和解の相手方に支払う。
概 要：鳥取県新規・成長分野雇用創出奨励金の支給対象範囲について、西部総合事務

所の職員が誤った教示をしたことにより、和解の相手方が損害を被ったもの。

議案第２０号 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター定款の制定について（産業開発課）

鳥取県が設立する地方独立行政法人鳥取県産業技術センターについて、地方独立行政法人法
の規定に基づき定款を定めるものである。

議案第２１号 地方独立行政法人鳥取県産業技術センターに承継させる権利を定めることについて
（産業開発課、産業技術センター）

相 手 方：地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
財 産 の 内 容：

種 類 所 在 地 数 量 権利の種別
、鳥取市若葉台南七丁目１番１

土 地 １番２ 77,379.49㎡ 所有権
ほか２件

鳥取市若葉台南七丁目１番１
建 物 産業技術センター鳥取庁舎エ 22,018.22㎡ 所有権

ントランス棟(鳥取市)
ほか１８件

議案第２２号 境港管理組合規約の一部変更に関し島根県と協議することについて（空港港湾課）

地方自治法の改正に伴い、出納長を廃止し会計管理者を置くものとされたこと及び吏員とそ
の他職員の区分を廃止するものとされたことにかんがみ、境港管理組合規約の一部を変更する
ことに関し島根県と協議するものである。

［平成19年４月１日施行］

議案第２３号 当せん金付証票の発売について（財政課）

平成１９年度宝くじ発売総額：５５億円以内
（平成１８年度宝くじ発売議決額：５５億円以内）

議案第２４号 平成１７年度決算の認定について（財政課）

一般会計歳入歳出決算額
歳 入 ３９０，６８４，３３７千円
歳 出 ３８２，１７４，４９２千円 翌年度に繰り越すべき財源 ２，５６４，４３８千円
差 引 ８，５０９，８４５千円 実質収支 ５，９４５，４０７千円

各特別会計決算額総計
歳 入 １１，９３９，７６７千円
歳 出 ９，５００，８７９千円
差 引 ２，４３８，８８８千円
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報 告 事 項

報告第 １号 平成１７年度鳥取県継続費精算報告書について（財政課）

事 業 名 年 度 精 算 額 （円）
県庁本庁舎６・７階改修事業費 １６～１７年度 ７７，７４４，１００
境港総合技術高等学校教室・海洋・福祉棟 １４～１６年度 １，１５３，０８７，２００
整備費
鳥取中央育英高等学校第２体育館整備費 １５～１７年度 ３７２，３２２，８９７
日野高等学校温室等整備費 １６～１７年度 ４７，４３０，０００
高等学校冷房設備整備費 １６～１７年度 ３２３，０８３，９５０
倉吉総合産業高等学校部室棟整備費 １５～１７年度 １２２，６４４，７１９
米子工業高等学校整備費 １６～１７年度 ４７８，６０４，３１３
倉吉農業高等学校女子寮拡張整備費 １６～１７年度 ３５，４９７，０００
境港総合技術高等学校食品加工実習棟整備 １５～１７年度 ３０１，１０５，５００
費
白兎養護学校高等部棟等整備費 １５～１７年度 ８９４，２２０，７５０
倉吉養護学校高等部棟等整備費 １５～１７年度 ６１０，９６５，５４０
倉吉養護学校内部改造事業費（肢体不自由 １６～１７年度 ５４，７０１，９６０
部門対応）

報告第 ２号 議会の委任による専決処分の報告について

（１）鳥取県営住宅の明渡し等の請求に係る和解について（平成１８年１０月２４日専決 （住宅政策課））

和解の相手方：甲 県営住宅の入居者１名
乙 甲の連帯保証人１名
丙 甲の連帯保証人１名

和解 の要旨：・県及び和解の相手方は 和解の相手方が和解期日までに未納家賃503,000円を県、
に支払ったことを確認する。

・県は、和解の相手方甲に対してなした県営住宅に係る賃貸借契約を解除する意
思表示を撤回し、和解の相手方甲が当該賃貸借契約に基づく賃借権を有するこ
とを確認する。

・和解の相手方は、損害賠償金99,191円の支払義務があることを認め、平成19年
10月30日までに毎月分割して県に支払う。

・その他、今後の家賃未納時の取り扱い、損害賠償金の支払に係る取り扱い等に
ついて取り決める。

和解 の理由：県営住宅の家賃を滞納したことに係る建物明渡等請求事件について、鳥取地方裁
判所の和解勧告があったことにかんがみ、和解するものである。

（ ） （ ）（ ）２ 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について 平成１８年１０月２６日専決 道路企画課

和解の相手方：岡山県浅口郡里庄町 個人
和解 の要旨：県は、損害賠償金 54,598円（県過失３割）を和解の相手方に支払う。
事故 の概要：平成18年８月15日、大阪府守口市個人が主要地方道豊房御来屋線を和解の相手方

所有の普通乗用自動車で走行中、路面を横断している溝の上を通過した際、はず
れていた溝ぶたに乗り上げ、同車両が破損したものである。

（３）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成１８年１０月２７日専決）
（警察本部会計課）

和解の相手方：東伯郡三朝町 個人
和解 の要旨：県は、損害賠償金 89,823円（県過失９割）を和解の相手方に支払う。
事故 の概要：平成18年７月21日、倉吉警察の職員が、公務のため小型乗用自動車を運転中、駐

車場内で後退した際、右後方から進行してきた和解の相手方が運転する小型乗用
自動車と衝突し、双方の車両が破損したものである。
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（４）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成１８年１１月１日専決 （農業大学校））

和解の相手方：倉吉市 個人
和解 の要旨：県は、損害賠償金 78,078円（県過失10割）を和解の相手方に支払う。
事故 の概要：平成18年６月26日、農業大学校の職員が、公務のため和解の相手方を同乗させて

軽貨物自動車を運転中、ハンドル操作を誤ったことにより川へ転落し、和解の相
手方が負傷したものである。

（５）鳥取県営住宅の明渡し等の請求に係る和解について（平成１８年１１月８日専決 （住宅政策課））

和解の相手方：甲 県営住宅の入居者１名
乙 甲の利害関係人１名

和解 の要旨：・県及び和解の相手方は 和解の相手方が和解期日までに未納家賃485,500円を県、
に支払ったことを確認する。

・県は、和解の相手方甲に対してなした県営住宅に係る賃貸借契約を解除する意
思表示を撤回し、和解の相手方甲が当該賃貸借契約に基づく賃借権を有するこ
とを確認する。

・和解の相手方は 損害賠償金246,972円の支払義務があることを認め 平成19年、 、
11月30日までに毎月分割して県に支払う。

・その他、今後の家賃未納時の取り扱い、損害賠償金の支払に係る取り扱い等に
ついて取り決める。

和解 の理由：県営住宅の家賃を滞納したことに係る建物明渡等請求事件について、鳥取地方裁
判所の和解勧告があったことにかんがみ、和解するものである。

（６）鳥取県手数料徴収条例の一部改正について（平成１８年１１月９日専決 （指導管理室））

租税特別措置法等の一部が改正されたことに伴い、条例で引用している条項及び用語の改正を
行うものである。

［公布施行］

（７）鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について（平成１８年１１月９日専決）
（住宅政策課）

土地区画整理法及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部が改正され
たことに伴い、条例で引用している条項の改正を行うものである。

［公布施行］

（８）地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の設定について
（平成１８年１１月１０日専決 （職員課））

地方自治法の一部が改正されたことに伴い、関係する条例について、条例で引用している条項
及び用語の改正を行うものである。
関係条例：鳥取県行政財産使用料条例 ほか

［平成19年４月１日施行］

（９）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の２第３項に規定する任意入院者の症状等の
報告に関する条例の一部改正について（平成１８年１１月１０日専決 （障害福祉課））

精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行に伴い、条例で引用し
ている用語の改正を行うものである。

［平成18年12月23日施行］
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（ ） （ ）（ ）10 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について 平成１８年１１月１０日専決 空港港湾課

和解の相手方：米子市 個人
和解 の要旨：県は、損害賠償金 179,592円（県過失10割）を和解の相手方に支払う。
事故 の概要：平成18年９月18日、県が米子港内に設置している港湾利用者等に対する注意看板

が、強風により吹き飛び、和解の相手方が所有する小型乗用自動車に衝突し、同
車両が破損したものである。

（11）鳥取県警察職員顕彰条例の一部改正について（平成１８年１１月１０日専決 （警察本部会計課））

地方公務員災害補償法の一部が改正されたことに伴い、条例で引用している条項及び用語の改
正を行うものである。

［公布施行］

（12）鳥取県育英奨学資金貸付金の返還請求等に係る訴えの提起について（平成１８年１１月１０日専決）
（人権教育課）

相 手 方：東京都江戸川区 個人
訴えの内容：鳥取県育英奨学資金貸付金の返済、延滞金の支払並びに訴訟費用の負担を求める

とともに、仮執行の宣言を求める。

（13）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成１８年１１月１４日専決 （総務課））

和解の相手方：甲 境港市 個人
乙 米子市 個人

和解 の要旨：県は 損害賠償金 110,354円を和解の相手方甲に 168,466円を和解の相手方乙に、 、
それぞれ支払う（県過失３割 。）

、 、 、事故 の概要：平成18年８月30日 西部総合事務所の職員が 公務のため軽貨物自動車を運転中
前方に停車していた和解の相手方甲が運転する和解の相手方乙所有の軽貨物自動
車に追突し、双方の車両が破損するとともに和解の相手方甲が負傷したものであ
る。

（14）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成１８年１１月１４日専決 （広報課））

和解の相手方：境港市 個人
和解 の要旨：県は、損害賠償金 69,361円（県過失９割）を和解の相手方支払う。
事故 の概要：平成18年９月22日、企画部広報課の職員が、公務のため軽貨物自動車を運転中、

交差点に進入したところ、左方道路から進行してきた和解の相手方が運転する小
型乗用自動車と接触し、双方の車両が破損したものである。

（15）工事請負契約（県立岩美高等学校体育館改築工事（建築 ）の締結についての）
（ ）（ ）議決の一部変更について 平成１８年１１月１６日専決 教育環境課

体育館建具への防火措置 既存体育館からの緞 帳の移設工事等の追加等により 総工事費が増、 、
どんちょう

額することに伴い請負代金の変更を行う。
契 約 金 額：３４４，０８５，０００円 → ３４５，９０５，７００円

（１，８２０，７００円の増）

報告第３号 長期継続契約の締結状況について

件 数 ２９ 件
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平成１８年１１月２７日
担 当 課 財 政 課
担 当 者 神 門
電話(内線) ７ ０ ４ ３

平成１８年１１月定例県議会付議案

議案第２５号 職員の給与に関する条例等の一部改正について（職員課）

職員等の給与等に関し所要の改正を行うものである。

（概要）
「 」 、①人事委員会の 職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告 を尊重し

職員の給与の改定等を行う。
・期末手当の支給月数の引下げ（期末△0.2ヵ月）
・その他諸手当の改定
（配偶者に係る扶養手当の引下げ、第３子以降の子に係る扶養手当の引上げ ほか）

［公布日の属する月の翌月１日施行 ほか］

②地方公務員法の規定に基づき、職員に給与を支給する際、その給与から控除できるものを
定める。

・県職員住宅及び駐車場の貸付料
・財団法人鳥取県職員互助会等の掛金及び償還金
・鳥取県職員労働組合等の組合費 ほか

［平成19年４月１日施行］


